
令和2年度新任判事補研修

裁判所における情報セキュリティ
とITについて

（情報政策課からの説明）

令和3年訶月20日

最高裁判所事務総局情報政策課
情報セキュリティ室長兼参事官

吉田 智宏
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本日の予定

1情報セキュリティについて

(1)主要な情報セキュリティリスク

(2)情報セキュリティ確保の必要性

(3)情報セキュリティポリシー

2裁判所のIT
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(1)パソコン

職員貸与パソコン■

閲見專用インターネット 臣と パソコン■
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ポタ（ク)J･NET一ル

ポタルは ポ職員用一タルサイトJ■N再T－ル 。■。

K主なコンテンツコ

・最高裁各局課等からのお知らせ

・高地家簡裁掲示板

・裁判集等データベースⅡ

・規則集等データベースⅡ

・事件情報データベース

・司法研修所情報データベース(ケンサン）
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(S)主な事件処理システム

･民事裁判事務支援システム

(MINTAS)

･刑事裁判事務支援システム

(KEITAS)
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(4)民事裁判のIT化

一1|裁判手続等のIT化の主な内容’

■【望一Filljml,ヨノ

･主張･証拠をオンライン提出に一本化

･手数料の電子納付･電子決済

･訴訟記録を電子記録に一本化
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･主張･証拠への随時オンラインアクセス

･裁判期日をオンラインで調整

･本人･代理人力朔日の進捗･進行計画を確認

･主張・

・裁判f

･本人．
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e窟雪 ･ウェブ会議･テレビ会議の導入･拡大１
１
し

|･口頭弁論期日（第1回期日等）の見直し
(塁-goum[j
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･争点整理段階におけるITツールの活用
。
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IT化された民事訴訟手続のｲメージ
’一一・一ー~~~. ”~．
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ｱｯﾌﾟ'ロード等 オンライン アッフロード等
ｱｯプﾛｰド等 訴訟記録は全て電子データ化し，紙

媒体は用いない（裁判所及び双方

当事者は随時ｱｸｾｽしてﾘｱﾙﾀｲﾑ

で情報を共有･交換すること力呵能）
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1訴えの提起
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主張｡証拠 控訴の提起記録の閲覧等生生

〕
旱

手数料の納付等

電子納付（郵券や

印紙は用いない）
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控訴審でも一審

に準じてIT化
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■■■』ITを最大限活用した審理

オンラインで共有･交換

する主張･証拠を見ながら

口頭議論

整理結果を直ちに共有
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I ｵﾝﾗｲﾝで応訴意思等を確認す ｜
｜ ることにより形式的な第1回口頭 ｜

|弁論期日をなくす仕組み等も検討I
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サーバURL｡ユーザ

IDや八スワード等

のアクセス情報

控訴の提起主張･証拠’
1
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アッフロード等 ｱｯﾌﾛｰド等ｵンラインアッフロード等
ﾛ
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